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都市部における腐蛆病防疫の問題点とその対応
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要 約

石狩管内では都市部において新規参入者による小規模養蜂家が増加の傾向にある。このような状況の中で、
腐蛆病は平成23年度から27年度までに3件の発生があった。発生の一因は飼養者の飼養管理技術が未熟であっ
たためと考えられた。また、蜜蜂の飼育届未提出による無許可飼育事例や、道外へ蜜蜂を販売する養蜂家が現
れたことにより、例年と異なる時期に腐蛆病検査を実施する事例が発生した。養蜂振興法や北海道における腐
蛆病防疫の体制が蜜蜂の飼養者に十分理解されていなかったことが問題点として明らかになった。
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は じ め に

養蜂を取り巻く環境は近代化とともに大きく変化し、
養蜂家は養蜂を生業とする養蜂業者と、趣味養蜂などを
行ういわゆる小規模養蜂家の二つに大きく分けられる。
養蜂業者のほとんどは北海道養蜂協会（協会）に加入し
ている飼養者（組合員）であり、小規模養蜂家のほとん
どは協会非加入の飼養者（非組合員）である。これら小
規模養蜂家は、自宅庭先やビルの屋上で蜜蜂を飼養して
いるケースが多く、目的は販売や趣味、教育、研究と多
岐にわたる。近年では趣味養蜂家の増加や土地開発によ
る蜜源の減少により、蜂場をめぐるトラブルが増加する
などの問題を抱えている［1］。こうした状況を改善する
ため、国は平成24年に「養蜂振興法（昭和30年8月27日
法律第180号）」を改正し、以前は養蜂業者のみに課され
ていた養蜂の届出義務を趣味養蜂家まで拡大するととも
に、都道府県による蜜蜂の管理に関する指導を強化する
方針が明確化された。北海道では、平成26年に「北海道
腐蛆病防疫対策実施要領（平成26年7月1日畜産第2716
号）」を制定し、防疫対策を強化したところである。当所
では養蜂振興法に基づく飼育届や蜜蜂転飼許可などによ

り、蜜蜂の飼養状況を把握しており、管内における定飼
および転飼されている全蜂群について、「家畜伝染病予
防法（昭和26年5月31日法律第166号）：家伝法」の第5
条に基づく腐蛆病検査を毎年実施している。検査の方法
は、平成27年度現在、「病性鑑定指針」（平成27年3月13
日 26消安第4686号農林水産省消費・安全局長通知）に
より実施している。
腐蛆病は家伝法により家畜伝染病に指定されており、

同法では家畜伝染病にかかっている家畜は患畜と規定さ
れているが、腐蛆病のみ患畜の規定から除外されている。
したがって、個々の蜜蜂については家伝法に基づく殺処
分の対象とならないが、腐蛆病が発生した巣箱中に生存
している蜜蜂は腐蛆病の病原体を保有している可能性が
極めて高いことから、「家畜防疫対策要綱（平成11年4
月12日農林水産省畜産局長通達）」および北海道腐蛆病
防疫対策実施要領により、腐蛆病の病原体により汚染し、
または汚染したおそれのある物品（汚染物品）の焼却に
併せて、蜜蜂も焼却するよう指導を行うこととなってい
る。石狩管内においても都市部を中心に趣味養蜂家など
が増加しており、飼養形態が多様化したことで腐蛆病防
疫を行ううえで以前と異なる対応が求められる事例が発
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生するようになった。石狩管内では、平成23年度から27
年度までに3件の腐蛆病が発生し、いずれもアメリカ腐
蛆病であった。アメリカ腐蛆病はグラム陽性芽胞形成桿
菌のPaenibacillus larvaeによって起こる蜂児の伝染病
であり、感染蜂児は幼虫および蛹期に死亡する［2、3］。今
回の石狩管内における腐蛆病防疫の問題点とその対応に
ついて報告する。

事 例

1．腐蛆病検査実績
家伝法第5条による腐蛆病検査の実績に基づく飼養群

数は、平成20年度の2，131群から増加を続け、平成26年
度に最大の2，975群となった。腐蛆病検査延戸数もまた
平成20年度の18戸から増加を続け、平成25年度で最大の
38戸となった。腐蛆病検査延戸数のうち、組合員の戸数
はほぼ横ばいに推移しているのに対し、非組合員は平成
20年度の8戸から平成25年度の25戸まで大幅に増加した。
（図1）。ビルの屋上の蜂場数および群数は平成22年度
の4蜂場10群から増加しはじめ、平成24年度に最大の18
蜂場60群となった（図2）。

2．平成23年度の腐蛆病発生事例
⑴ 経緯
平成23年7月、家伝法第51条に基づく立入検査時に、

採蜜のため飼養されていた15群のうち1群に腐蛆病を疑
う異常が確認されたため、異常巣脾を家保に搬入し、病
性鑑定を実施した。当該飼養者は蜜蜂を自らの所有地で
飼養している養蜂経験約7年の非組合員であった。
⑵ 防疫対応
腐蛆病を疑う異常を確認した時点で、異常群を含む全

15群の移動自粛を要請した。異常蜂群の巣脾は有蓋房の
不規則配列がみられ、死亡蜂児は褐色～黒色を呈し粘
ちょう性を帯びていた（図3）。ミルクテスト陽性（図
4）、ニグロシン染色による直接鏡検（直接鏡検）で多
数の芽胞を確認したことから、腐蛆病の疑いが濃厚と
なったため、飼養者と協議のうえ、発生翌日に異常群は
巣箱ごと当所の焼却炉で自主的に焼却処分された（図5）。
焼却処分後、発生蜂場に再度立入検査を実施し、現地確
認するとともに消毒方法について助言した。その後、飼

図3．粘ちょう性を帯びた死亡蜂児

図1．腐蛆病検査延戸数および群数の推移

図4．ミルクテスト陽性
図2．ビルの屋上の蜂場数および群数の推移 左：陰性コントロール、右：検体
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養者の了解のもと、残り14群は当所に搬入され、巣箱ご
とビニール袋で梱包し殺虫剤を注入後、清掃工場で自主
的に焼却処分された。
分離培養による診断結果が確定後、家伝法第23条に基
づき、汚染物品（みつ刀、ブラシ、燻煙器、ろうかき、
みつろ器）の「家畜伝染病予防法施行規則別表第三の二」
による方法（火炎消毒、煮沸消毒、あるいは薬物（フォ
ルマリンまたは苛性ソーダ）消毒）での消毒を指示した。
発生蜂場を中心とした半径3km内に所在する蜂場（周
辺蜂場）はなかったため、家伝法第51条に基づく周辺蜂
場の立入検査は実施しなかった。発生蜂場の蜜蜂および
腐蛆病の病原体を広げるおそれのある物品（巣箱、巣脾、
蜂蜜など）は適正に処分されたため、家伝法第32条に基
づく移動制限措置は講じなかった。
3．平成25年度の腐蛆病発生事例
⑴ 経緯
平成25年9月、家伝法第5条に基づく立入検査時に、

研究用に飼養されていた4群のうち2群に腐蛆病を疑う
異常を確認したため、異常巣脾を当所に搬入し病性鑑定
を実施した。当該施設では蜜蜂の管理を複数名の養蜂初
心者が交代で行っており、いずれも非組合員であった。
⑵ 防疫対応
ミルクテスト陽性、直接鏡検で芽胞確認、腐蛆から直

接抽出して実施したPCR検査（直接PCR検査）陽性で
あったことから腐蛆病の疑いが濃厚となったため、飼養
者と協議のうえ、異常群を含む全蜂群は当該施設内の焼
却炉で自主的に処分された。異常群が飼養されていた蜂
場は消石灰散布による消毒を実施した。飼養器具および
越冬用の小屋は撤去し、後日焼却するよう助言した。

分離培養による診断結果が確定後、家伝法第23条に基
づき、汚染物品の消毒を飼養者に指示した。周辺蜂場に
は他の飼養者が管理する1蜂場が該当したため、北海道
腐蛆病防疫対策実施要領により家伝法第51条に基づく立
入検査を実施し、全蜂群に腐蛆病を疑う異常がないこと
を確認した。発生蜂場の全蜂群が速やかに処分されたこ
と、周辺蜂場の全蜂群に異常がなかったことから、家伝
法第32条に基づく移動制限措置は講じなかった。
4．平成27年度の腐蛆病発生事例
⑴ 経緯
平成27年8月、家伝法第5条に基づく立入検査時に、
市街地のビルの屋上で飼養されていた2群中2群に腐蛆
病を疑う異常を確認したため、異常巣脾を当所に搬入し、
病性鑑定を実施した。当該蜜蜂の飼養者は養蜂を生業と
して行う非組合員であった。蜜蜂の管理は職員2名が担
当していたが、養蜂の経験が浅かったため、養蜂家を月
1回程度招き、蜜蜂の状態を確認してもらっていた。
⑵ 防疫対応
ミルクテスト陽性、直接鏡検で芽胞確認、腐蛆からの

直接PCR検査陽性であったことから腐蛆病の疑いが濃
厚となったため、飼養者と協議のうえ、2群とも当所の
焼却炉で自主的に処分された。発生蜂場がビルの屋上で
あったため、建物への影響を考慮し、消石灰ではなく次
亜塩素酸系消毒薬散布による消毒後、水洗した。また、
飼養器具の煮沸消毒などについて飼養者に助言した。
分離培養による診断結果が確定後、家伝法第23条に基

づき、汚染物品の消毒を飼養者に指示した。周辺蜂場に
は、当該飼養者の管理する別蜂場およびその他の飼養者
が管理する蜂場の計11蜂場が該当したため、北海道腐蛆
病防疫対策実施要領により家伝法第51条に基づく立入検
査を実施し、全蜂群に腐蛆病を疑う異常がないことを確
認した。発生蜂場の全蜂群が速やかに処分されたこと、
発生蜂場以外に腐蛆病の発生がなかったことから、家伝
法第32条に基づく移動制限措置は講じなかった。
5．無許可飼育事例
養蜂振興法および同法施行規則により、蜜蜂の飼育を

行う者はその住所地を管轄する都道府県知事に毎年1月
31日までに飼育届を提出することが義務付けられている。
また、都道府県をまたいで転飼する場合は、蜂群設置の
2カ月前までに、その都道府県に転飼許可申請書を提出
する必要がある。これらの手続きを経ずに蜜蜂を飼養し
た場合は養蜂振興法違反とみなされる。
北海道では、飼養者は飼育届を提出するにあたって、

例年7～9月に行われる地元の協会が主催する調整会議

図5．異常群の蜜蜂と巣箱を焼却炉で焼却処分
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に出席し、所定の調書等により翌年の蜂群の設置場所や
群数等の飼育計画について調整を受けることが求められ
ている。その後、調整会議により決定した内容で飼育届
を道へ提出し、翌年に蜂群を設置することが許可される。
管内でこれらの手続きを経ずに養蜂を開始していた事例
があった。
⑴ 経緯
飼養者が養蜂を生業として開始するため、14群を道外

からインターネットで購入し、自らの所有地で飼養を開
始した。その際、蜂群に添付されていた書類に、飼育届
を家畜保健衛生所へ提出しなければならない旨の注意書
きがあったことから、平成25年6月、飼育届について当
所へ問い合わせがあり、これにより無許可飼育が判明し
た。当該飼養者は、養蜂初心者であり、非組合員であっ
た。
⑵ 対応
蜜蜂を飼養しているが飼育届を提出していなかったこ

と、蜜蜂を道外から購入しているが転飼許可を受けてい
なかったことから、養蜂振興法違反と判断され、道が行
政指導を行った。転飼調整が整わなかったため、道は当
該飼養者に対し、全蜂群の撤去または購入元への返却を
指導した。
当所は全蜂群について家伝法第5条による腐蛆病検査

を実施した。その後、全蜂群は道外の購入元へ返却され
ることなったため、「家畜伝染病まん延防止規則（昭和
50年4月25日規則第32号）」に基づき、検査証明書を交
付した。
6．道外へ蜜蜂を販売する事例
北海道において、蜜蜂を道外へ移出するのは専ら養蜂

専業の転飼養蜂家である。転飼養蜂家は、春に採蜜のた
め移入し、秋に越冬のため移出する。移出される蜜蜂は、
家畜伝染病まん延防止規則および北海道腐蛆病防疫対策
実施要領に基づき、道が期間を定めて実施する家伝法第
5条による腐蛆病検査を受検し、検査証明書の交付を受
ける必要がある。このことから、北海道では腐蛆病検査
を転飼のスケジュールにあわせて例年7月下旬から9月
に実施している。しかし、平成26年度、管内で初めて、
道外へ蜜蜂を販売する定飼の小規模養蜂家が現れ、例年
と異なる時期に腐蛆病検査を行うこととなった。
⑴ 経緯
飼養者は自らの所有地に7群を飼養し、以前は採蜜目

的であったが、平成26年から道外へ蜜蜂の販売を開始し
た。平成26年5月27日、当該飼養者から、6月中に蜜蜂
を道外へ販売するため、直ちに腐蛆病検査を受検したい

旨の問い合わせが当所にあった。
⑵ 対応
問い合わせのあった段階で、腐蛆病の検査命令は告示

していなかったことから、6月6日、急遽検査命令につ
いて告示したうえ、6月18日、家伝法第5条に基づく腐
蛆病検査を実施し、検査証明書を交付した。

考察およびまとめ

検査数の増加は新規参入者の増加が主な原因と考えら
れた。新規参入者の多くは非組合員で、蜜蜂の飼養経験
が浅く、協会が中心となって実施する飼養者間の相互検
査を受検していなかった。また、組合員との交流が少な
いため、飼養管理の技術および養蜂関連法規や規則に関
する認識に乏しい傾向があった。
石狩管内では平成23年度から27年度にかけて3件の腐

蛆病が発生した。いずれの事例においても、発生の一因
は飼養者の飼養管理技術が未熟だったためと考えられた。
道内では平成19年に網走管内においてもアメリカ腐蛆病
が発生しているが、発生の一因は石狩管内の事例と同様
に、飼養管理が不適切であったためと考えられている［4］。
P. larvaeは芽胞形成菌であるため、一度発生すると蜂
場の土壌や養蜂器具が汚染され、除去することは困難で
ある［1］。また、多くの健康群から腐蛆病菌の遺伝子が
検出されたという調査結果があることから、不顕性感染
している蜂群は多いと考えられている［1、5］。現在、日本
ではアメリカ腐蛆病の予防薬としてミロサマイシン製剤
（商品名：みつばち用アピテン）が動物用医薬品として
承認されているが、蜂蜜などへの残留防止のため、動物
用医薬品および医薬品の使用の規制に関する省令により、
用法・用量および使用禁止期間が定められている［2］。
これらのことから、腐蛆病の発生予防には、日頃の適切
な管理により蜂群を健康な状態に保つことが重要である
と考えられる。
無許可飼育事例や道外へ蜜蜂を販売する事例では、養

蜂振興法や北海道における腐蛆病防疫の体制が十分に理
解されていなかったことが問題点として明らかになった。
特に、無許可飼育事例については、飼養者は養蜂初心者
であったため、新たに蜜蜂を飼養することにより蜜源の
確保が困難になることや病気のまん延をひきおこすなど、
周辺の養蜂産業にさまざまな影響をもたらすことについ
ての知識が乏しかったと考えられた。
近年、都市養蜂がメディアに取り上げられるようにな

り、養蜂の良いイメージが一般市民に浸透しつつある［1］。
また、最近では蜜蜂や養蜂器具がインターネットで手軽
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に購入できるため、誰でも気軽に養蜂を始められるよう
になった。こうした状況を背景に、都市部では今後も小
規模養蜂家の増加が予想され、同様の事例の発生が危惧
される。今後は、これらの養蜂家の管理技術の向上や養
蜂関連法規等の周知が重要と考えられるため、養蜂関連
団体等と協力し腐蛆病防疫を推進していきたい。
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